
アップ計画書の提出を平成 28年 6月及び令和 3年 8月に受けて、助成金の受給資格を認定し

ていた。

そして、同労働局は、事業主 Aから、有期契約労働者計 6人を平成 30年 1月から令和 3年

10月までに正規雇用労働者等に転換させたとして、平成 30年 8月から令和 4年 6月までに 3

件の支給申請書及び雇用契約書等の関係書類の提出を受けて、これらの書類に基づき、元年 5

月から 4年 10月までに助成金 3件、計 3,135,000円の支給決定を行い、この支給決定に基づ

き、厚生労働本省は元年 5月から 4年 10月までに同額を事業主 Aに支給した。

しかし、実際には、事業主 Aは、採用当初から正社員として雇用していた者を有期契約労働

者から正規雇用労働者等へ転換したとする虚偽の雇用契約書を提出するなどしていたことか

ら、正社員化コースに係る助成金 3,135,000円の全額が支給の要件を満たしていなかった。

なお、これらの適正でなかった支給額については、本院の指摘により、全て返還の処置
が執られた。

（66） 雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（雇用勘定）（項）失業等給付費
部 局 等 厚生労働本省（支給庁）

4公共職業安定所（支給決定庁）
支給の相手方 6人
不当と認める失
業等給付金

求職者給付

失業等給付金の
支給額の合計

4,134,359円（令和 3年度～ 5年度）

不当と認める支
給額

1,836,344円（令和 3年度～ 5年度）

1 保険給付の概要
⑴ 雇用保険
雇用保険は、雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）等に基づき、常時雇用される労働者等
を被保険者として、被保険者が失業した場合、被保険者について雇用の継続が困難となる
事由が生じた場合等に、その生活及び雇用の安定を図るなどのために失業等給付金の支給
を行うほか、雇用安定事業等を行う保険である。
⑵ 失業等給付金の種類
失業等給付金には、次の求職者給付のほか、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続
給付の 4種がある。
求職者給付には基本手当等 7種の手当等があり、このうち基本手当は、失業等給付金の
支給額の大きな部分を占めており、失業者の生活の安定を図る上で基本的な役割を担うも
ので、受給資格者

（注 1）
が失業している日について所定給付日数を限度として支給される。

（注 1） 受給資格者 65歳未満の被保険者が、離職して労働の意思及び能力を有するにもかか

わらず職業に就くことができない状態にあり、原則として、離職日以前 2年間に被

保険者期間が通算して 12か月以上（倒産等により離職した者（特定受給資格者）及び
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特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約の期間が満了し、か

つ、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず、当該更新がないことなどによ

り離職した者については、離職日以前 1年間に被保険者期間が通算して 6か月以

上）あることの要件を満たしていて、公共職業安定所において基本手当を受給する

資格があると決定された者

⑶ 失業等給付金の支給
失業等給付金は、公共職業安定所（以下「安定所」という。）が支給決定を行い、これに基

づいて厚生労働本省等が支給することとなっている。
そして、安定所は基本手当について、受給資格者から提出された失業認定申告書に記載
されている就職又は就労（臨時的に短期間仕事に就くこと）の有無等について調査し確認し
て、失業の認定を行った上で、支給決定を行う。
また、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受け、又は受けようとした者に対
しては、その支給を受け、又は受けようとした日以後、当該手当等を支給しないことなど
となっており、安定所は、既に支給した手当等の返還等を命ずることができることとなっ
ている。

2 検査の結果
⑴ 検査の観点、着眼点、対象及び方法
本院は、合規性等の観点から、失業等給付金の支給を受けた者（以下「受給者」という。）
に対する失業等給付金の支給決定が適正に行われているかに着眼して、全国 47都道府県
労働局（以下、都道府県労働局を「労働局」という。）の 436安定所（令和 6年 3月末現在）の
うち、 8労働局

（注 2）
の 44安定所において会計実地検査を行い、 3年度から 5年度までの間に

おける受給者から 1,550人を選定して、失業等給付金の支給の適否について検査した。
検査に当たっては、受給者から提出された失業認定申告書等の書類により会計実地検査
を行い、適正でないと思われる事態があった場合には、他の年度分も含めて更に当該安定
所に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
（注 2） 8労働局 東京、神奈川、富山、岐阜、大阪、兵庫、鳥取、島根各労働局

⑵ 検査の結果
検査の結果、 2労働局の 4安定所管内における 3年度から 5年度までの間の受給者 6人
については、就職等していながらその事実を失業認定申告書等に記載せずに基本手当の支
給を受けるなどしており、これらに対する失業等給付金の支給額計 4,134,359円のうち計
1,836,344円は、支給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認め
られる。
このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなかったなどのため、失業認定申告
書等の記載内容が事実と相違していたのに、 4安定所において、これらに対する調査確認
が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
〈事例〉

川崎北安定所は、令和 4年 2月 28日に会社 Aを退職した受給者 Bから、同年 3月 22日か

ら同年 9月 17日までの 180日間に係る失業認定申告書の提出を受けて、これに基づき、基本

手当 867,564円の支給決定を行っていた。
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しかし、実際には、受給者 Bは会社 Aを退職する以前から会社 Cにも雇用されており、少

なくとも上記の 180日間については同会社に就職していたのに、当該事実を隠匿して申告して

いた。このため、受給者 Bに対する基本手当 867,564円の全額が支給の要件を満たしていな

かった。

なお、これらの適正でなかった支給額については、本院の指摘により、全て返還の処置
が執られた。
これらの適正でなかった支給額を労働局ごとに示すと次のとおりである。

労 働 局 名 安 定 所 本院の調査に
係る受給者数

不適正受
給者数

左の受給者に支給
した失業等給付金

左のうち不当と認
める失業等給付金

人 人 千円 千円
神 奈 川 横 浜 等 3 115 5 3,555 1,289
岐 阜 大 垣 34 1 579 546

計 �か所 149 6 4,134 1,836

（67） 厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの

所管、会計名及
び科目

内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計（厚生年金勘定）（項）保険給付費

部 局 等 厚生労働本省
厚生年金保険の
事業に関する事
務の一部を委任
し、又は委託し
ている相手方

日本年金機構

支給の相手方 31人
老齢厚生年金の
支給額の合計

41,624,023円（令和 2年度～ 5年度）

不当と認める支
給額

21,452,353円（令和 2年度～ 5年度）

1 保険給付の概要
⑴ 厚生年金保険の給付
厚生労働省は、厚生年金保険の事業に関する事務を所掌しており、当該事業に関する事
務の一部を日本年金機構（以下「機構」という。）に委任し、又は委託している。そして、機
構は、同省の監督の下に、本部、312年金事務所等において、当該委任され、又は委託さ
れた事務を実施している。
厚生年金保険（前掲 150ページの「健康保険及び厚生年金保険の保険料等の徴収に当た

り、徴収額が不足していたもの」参照）において行う給付には、老齢厚生年金等がある。
⑵ 老齢厚生年金
ア 老齢厚生年金の支給の原則
老齢厚生年金では、厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）により、厚生年金保険の
適用事業所に使用された期間（以下「被保険者期間」という。）を 1か月以上有し、老齢基
礎年金に係る保険料納付済期間が 10年以上ある者等が 65歳以上である場合に受給権者
となる。
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